
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
検査項目・配布物 対象 連絡事項 

４月 

７日（月） 

①緊急連絡カード 

②引渡緊急連絡カード 

③保健調査票 

全学年 

提出期限・・・①②は４月９日（水） 

           ③④は４月１４日（月）〆切 

＊直接伝えたいことなどありましたら、 

担任または養護教諭にご連絡ください。 

８日（火） 

身体計測 

５・６年生 
女子は、身長を正しく測るために、 

頭の上で髪を結ばないようにしましょう。 
９日（水） ３・４年生 

１０日（木） １・２年生 

１４日（月） 視力検査・ 

聴力検査 

４・５・６年生 めがねを持っている人は、 

忘れず持ってきてください。 １５日（火） １・２・３年生 

２２日（火） 尿検査（１次） 全学年 
２１日（月）に検査セットを配付します。 

２２日（火）の朝、採尿してください。 

２８日（月） 心臓健診 １年生 
心臓検診調査票（４月下旬に配付）を

提出してください。 

５月 

１３日（火） 

歯科検診 １・３・５年 歯みがきをしっかりしましょう。 

尿検査 

（１次２次混合） 

１次（4/25実施） 

未提出者， 

２次検査対象者 

対象の児童には事前にお知らせします。 

２０日（火） 歯科検診 ２・４・６年 歯みがきをしっかりしましょう。 

2８日（水） 
内科検診 全学年  

尿検査（２次） ２次検査対象者 対象の児童には事前にお知らせします。 

６月 
1２日（木） 耳鼻咽喉科検 １・４年生 前日には軽く耳のそうじをしましょう。 

１９日（木） 眼科検診 １・４年生  
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１．感染症拡大防止について 

登校前の健康観察をはじめ、「早寝早起き朝ごはん」など健やかな体づくりへのご協力をお願いします。な

お、インフルエンザ等の感染症は出席停止の措置をとりますので、必ず学校へご連絡ください。 

２．健康診断について 

○ご家庭でお子さんと一緒に検査項目や内容を確認され、検診を受けてください。 

○児童のプライバシーや心情に配慮して実施しますが、正確な検査・診察のため、必要に応じて、衣服をめくっ

て視触診したり、聴診器を入れたりする場合があります。 

○当日の欠席等で受けられなかった場合は、以下の通り対応します。 

 ・身体計測、視力、聴力…後日、学校で検査 

 ・内科、歯科…後日、各自で学校医、学校歯科医を受診 

 ・眼科、耳鼻咽喉科…後日の検査はありません 

○各検診後、治療が必要な場合は学校から治療カードをお渡しします。早めの受診をお願いします。 

 集団検診のため、疑わしい場合は医療機関にて再検査する方針で実施しています。カードをもらったからと

いって、すぐに病気と決まったわけではありません。主治医により、診断が異なる場合もあります。 

○検診後、治療カードを配付するまでに多少時間がかかる場合もあります。 

３．色の見え方に関する健康相談について 

色覚異常がある児童生徒の割合は、およそ男子５％、女子 0.2％です。現在のところ、治療法はありません

が、職業・進路選択の際に『色』に対する自身の特性を知っておくと参考になる場合もあります。色の見え方に

ついて、心配なことがある方は、遠慮なく保健室へご相談ください。 

４．日本スポーツ振興センターについて（学校管理下でのケガ） 

 学校管理下でケガをして病院を受診した際、保険診療による総医療費が 5,000 円以上（自己負担３割で

窓口における支払いが 1,500 円以上）の場合、日本スポーツ振興センターから治療費が支給されます。その

ため、町から発行されている受給者証は使わず、いったん窓口で支払いをしてください。後日、提出いただいた

書類を用いて手続きし、口座振込されます。なお、掛け金の４６０円は４月学級集金から引き落としいたします。 

養護教諭の遊佐 静（ゆさ しずか）です。 橘小学校５年目となりま

した。 子どもたちがしなやかに生き、かけがえのない健康を守り育てて

いくためのお手伝いをします。心も体もほっとするような、「ほほえみ」が

生まれる保健室をめざしています。どうぞよろしくお願いいたします。 

５．オンライン保健室について 

 GIGA タブレットを用いた相談フォーム「オンライン保健室」を設置しています。「悩んでいることがあるけれど、

直接相談しづらいな…」という時、相談するきっかけ作りを趣旨として運用しています。 

 誰かに助けを求める力は、しなやかに生きていくうえで必要不可欠です。相談相手・方法の選択肢を増やすこ

とで、相談しやすい環境を作り、一人ひとりが自分らしく成長していくための支援へつなげたいと考えています。 


